
様式第 10（第 34 条関係） 

 

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 
 

大 阪 市 水 道 局 長 様 

 

平成 ２３年 ９月 １日 

                          オオサカケンセツ 

フ  リ  ガ  ナ     株式会社 大 阪 建 設 

届 出 者  大阪市北区南扇町 6 番 28 号 

                                            スイドウ ハナコ 

代表取締役 水 道 花 子  印 

      

 

水道法第２５条の７の規定に基づき、次のとおり変更の届出をします。 

 

フ リ ガ ナ 

氏 名 又 は 名 称 

  カブシキガイシャ  オオサカケンセツ 

株 式 会 社      大  阪  建  設 

住      所 
(事業を行う事業所) 

〒５３０－００５２ 大阪市北区南扇町６番２８号   

同  上 

フ リ ガ ナ 

代 表 者 の 氏 名 

         スイドウ  ハナコ 

代表取締役 水 道  花 子 

変更に係る事項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 

代表者変更 

 

事業所移転 

 

 

  電話番号 

  FAX 番号 

 

 

 

 

代表取締役 

水道 太郎 

〒559-8558 

大阪市住之江区 

南港北２丁目 1 番 10 号

06-6616-5480 

06-6616-5489 

代表取締役 

水道 花子 

〒530-0052 

大阪市北区 

南扇町 6 番 28 号 

06-6130-7451 

06-6130-7455 

 

平成 23 年 8 月 31 日

 

〃 

 

 

〃 

〃 

 

事業を行う事業所の事業所移転の

時も記入してください。 

法
人
の
場
合
は
代
表
者
の
印
を
、 

個
人
の
場
合
は
代
表
者
個
人
の 

実
印
、
ま
た
は
認
印
を
押
す
。 

変更後の内容で記入して

ください。指定申請書の

「申請者」と同じ。 

こ
の
欄
は
変
更
後
の
内
容
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

届出日付を記入し

てください。 

記入例 



記入例 様式第２（第１８条及び第３４条関係） 

 

 

 

誓 約 書 
 

 

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 申 請 者 及 び そ の 

役 員 は 、 水 道 法 第 ２ ５ 条 の ３ 第 １ 項 第 ３ 号 

イ か ら ホ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で 

あ る こ と を 誓 約 し ま す 。 

 

 

平成 ２３年 ９月 １日 

 

申 請 者 

 

氏名又は名称   株式会社 大阪建設 

 

住 所   大阪市北区南扇町 6 番 28 号         

 

様式第１0 の「届出者」欄と同じも

のとなります。 

代表者氏名   代表取締役  水道 花子   印 

            

 

 

大 阪 市 水 道 局 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

記入例 様式第３（第２２条関係） 

 

 

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 
 

 

大 阪 市 水 道 局 長 様 
 

平成 ２３年 ９月 １日 

 

                     株式会社 大阪建設 

                          届 出 者      大阪市北区南扇町 6番 28 号 

                                代表取締役  水道 花子     印 

 

水道法第２５条の４の規定に基づき、次のとおり給水装置工事主任技術者の
選任

解任の届出

をします。 
選任または解任に

○をしてください。 
 

 

給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称  株式会社 大阪建設 

上記事業所で選任・解任する給水装置工事主任技術者の氏名 給水装置工事主任技術者免状の交付番号 選任・解任の年月日 

 

水 道 次 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９９９９９ 

 

 

 

この欄は主任技術

者として異動した日

を記入してください。

添付する「給水装置工事主任技術者免状」を参考に記入してください。 

 



記入例 
様式第 11（第 35 条関係） 

 

        廃 止 
指定給水装置工事事業者 休 止 届出書 

        再 開 
廃止のときは、指定給水装置

工事事業者証を返納してくだ

さい。※紛失の場合は下記に理由を

 

 

大 阪 市 水 道 局 長 様 

 

平成 ２３年 ９月 １日 

                     株式会社 大阪建設 

          届 出 者  大阪市北区南扇町 6 番 28 号 

                     代表取締役 水道 花子   印 

法
人
の
場
合
は
代
表
者
の
印
を
、

個
人
の
場
合
は
代
表
者
個
人
の

実
印
、
ま
た
は
認
印
を
押
す
。 

 

 

                            廃止 
水道法第２５条の７の規定に基づき、給水装置工事の事業の 休止 の届出をします。 
                            再開 
 

フ リ ガ ナ  
 

氏 名 又 は 名 称 

カブシキガイシャ  オオサカケンセツ 

株 式 会 社    大 阪 建 設 

住 所 
〒５３０－００５２ 

大阪市北区南扇町６番２８号 

フ リ ガ ナ  
 

代 表 者 の 氏 名 

         スイドウ  ハナコ 

代表取締役  水 道  花 子 

（廃止・休止・再開） 
 

の年月日 
 平成 ２３年 ９月 １日 

（廃止・休止・再開） 
 

の理由 
 廃業のため 

※指定証紛失理由・・・ 



 
記入例 

指定給水装置工事事業者証交付申請書 

 

 

指 定 番 号 

 

 

第      号 

 

指 定 年 月 日 

 

 

平成   年   月   日 

 

事業所の住所 

 

〒５３０－００５２ 

大阪市北区南扇町６番２８号 

 

事業所の名称 

 

 

 株式会社   大阪建設 

 

代 表 者 氏 名 

 

  

代表取締役  水道 太郎 

 

 上記のとおり、指定給水装置工事事業者証の交付を受けたいので申請します。 

 

 

  平成 ２３年 ９月 １日 

 

 大 阪 市 水 道 局 長 様 

 

 

        申 請 者 

 

 

         氏名又は名称   株式会社  大阪建設 

 

         住    所   大阪市北区南扇町６番２８号 

 

         代 表者氏名   代表取締役  水道 太郎 印 

 

 

「商号変更」の届出等に

より新商号で交付を受

けたい方は、指定証を

添えて提出ください。 

発行手数料は５００円。 

 

「指定番号」「指定年月日」 

欄は記入しないでください。 

 



 

 

 

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 証 再 交 付 願 

 

平成 ２３年 ９月 １日

 

大 阪 市 水 道 局 長 様 

 

 

願 出 人 

                            フ リ ガ ナ               オオサカケンセツ 

事 業 所 名  株式会社 大 阪 建 設 

 

住   所  大阪市北区南扇町６番２８号   

              フ リ ガ ナ                  スイドウ タロウ 

代表者氏名   代表取締役  水 道 太 郎  印 

 

 

 

 

 指定給水装置工事事業者証を平成 ２３年 ８月 ３０日 １８時頃       

において亡失しましたので、再交付をお願いします。 

 なお、今後は本証の紛失等のなきよう細心の注意を払いますとともに、後日発見した

ときは直ちに返納し、不正使用いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水課長 課長代理 係長 係員 起案 領収書番号 

決裁 

取扱い

責任者

文書

主任 収納月日  

 

 

 

 

 

 

交付 

公
印
審
査   

 

通 

カ所 交付手数料     

再交付を受けたい方は、

発行手数料の５００円を

添えて提出ください。 

記入例 

 


